
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成 28 年度～令和 7 年度 

（改訂版） 

令和元年６月 

 

        

 



 

 



 

 

  

 

 

伊丹市社会福祉事業団 

 

中長期経営計画の改訂にあたって 

 

このたび、平成２８年度から令和７年度までの１０カ年を計画期間とする伊丹市社会福

祉事業団中長期経営計画を改訂いたしました。 

これまで事業団は、平成２８年(２０１６年)に「伊丹市社会福祉事業団 中長期経営計

画（基本計画）」を策定し、組織改革、人事給与制度など規則整備をはじめ、計画に沿っ

て経営の効率化や健全化に取り組んできました。 

この基本計画を策定した当初は、経営理念「私たちのビジョン」を基本構想として位置

付けましたが、経営理念を実現するための基本目標や事業団の「将来像」といった、具体

的な事業戦略、財務戦略における目標達成までの道筋が見えにくい状況でありました。 

現在、伊丹市から無償譲渡を受けた施設は、築後２０年から３０年以上の建物が大半を占

め、老朽化による改修費は、減価償却費や修繕積立金等により一定の確保がなされていると

はいえ、建て替え等を視野に入れた場合は、非常に厳しい経営状況であります。 

これらは、事業団の事業活動に原因があるわけではなく、事業団の収支構造の問題であり、

事業団設立の経緯が大きく関係しています。 

事業団は、そもそも公設民営を基本に事業展開を図り、効率的な法人運営を目的に設立さ

れたものであり、そこから合理性や工夫を求められてきた背景と経緯があり、そのような中

で、現在は、全ての施設建物の譲渡を受け民間社会福祉法人と変わらない環境のもとで、自

立した経営が求められるようになっています。 

しかしながら、これからも持続可能な法人経営を目指すためには、施設の老朽化に伴う改

修費用や設備更新費用等を確保できる収益構造にしていかなければなりません。 

そのためにも、財務規律を法人経営の基本に据え、要員定数で効率的な事業運営とともに、

正規雇用化に基づいた人材確保を図り、今日的ニーズに対応した新しい事業に挑戦していか

なければなりません。 

これからも、より一層厳しい経営環境が続くことは予想されますが、中長期的な視点を持

ち、思い切った事業転換が行えるよう、財源の見通しを立て、次世代にも健全な経営を引き

継ぎ、地域の人々が安心して住み慣れた地域で持続的に生活ができることこそが伊丹市社会

福祉事業団の使命であると考えます。 

そのためには、さらなる経営の効率化・健全化への取り組みをはじめ、徹底した経費の削

減と財源の確保を図りながら、経営理念「豊かな明日へあなたとともに歩みます」の実現を

確かなものとするために、このたび中長期経営計画を改訂しました。 

 

令和 元年 ６月 

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団  

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         第１部  
 

計画の基本的な考え方 
 

 

  



 

 

 

 

近年、社会福祉を取り巻く環境は、大きく変化し、人口減少・少子高齢化社会の到来、

核家族化などの社会構造の変化などにより、福祉ニーズが多様化・複雑化していることと

あわせ、介護保険制度の施行（平成１２年）時に措置制度から契約制度への転換が行われ、

福祉サービスの分野にも企業やＮＰＯなどが参入し、多様な経営主体が競合するようにな

っています。 

 

 

 

社会福祉基礎構造改革から１５年が経過し、社会保障制度を取り巻く環境が大きく変

転・変節するなか、平成２８年度には、社会福祉法人制度改革として、経営組織のガバナ

ンスの強化、事業運営の透明化の向上、財務規律の強化や地域における公益的な取り組み

の責務など、これまで以上に大きな役割が求められることとなりました。 

 

そのような中、事業の持続的な発展のための人材の確保は喫緊の課題であり、職員一人

ひとりが業務への取り組みを通じ、福祉を実践する専門職としての誇りを持ち、これから

も安心して働き続けることが出来る環境の整備が急務となっています。 

 

中長期の環境の変化を見据え、伊丹市社会福祉事業団が伊丹市の外郭団体としての公益

性・非営利性を確保しつつ、地域社会に貢献できる健全で安定した経営体制を確立すると

ともに、社会福祉法人制度改革がもたらす変化にも対応しつつ、自らの経営基盤を強化し、

経営理念の実現をめざしていくために、平成２８年度に中長期経営計画（基本計画）を策

定しました。 

  

１． 法人設立から中長期経営計画の策定までの経緯 



 

 

【法人設立からこれまでの取組み】 

 

 

【中長期経営計画の改訂】 

 

 

  

昭和 63 年 2 月  社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団設立 

平成 12 年 4 月 
 社会福祉基礎構造改革・介護保険制度の施行 

 伊丹ふれあい福祉公社、伊丹市訪問看護ステーションとの統合 

平成 16 年 4 月  伊丹市社会福祉事業団経営計画（H16～H19） 

平成 18 年 4 月 
 指定管理者制度に基づき、全施設の管理運営を受託 

 事業団将来像の中長期運営改善計画 

平成 19 年 2 月 
 伊丹市社会福祉事業団経営健全化計画 

（H20～H23） 

平成 21 年 4 月 
 伊丹市より全 10 施設の建物無償譲渡 

 自主運営での法人経営がスタート 

平成 28 年 3 月  伊丹市社会福祉事業団 中長期経営計画（基本計画）策定 

令和 元年 6 月 
 新たな基本構想を加え、伊丹市社会福祉事業団 中長期経営計画

（改訂版）を策定（予定） 



 

 

 

 

伊丹市社会福祉事業団は、平成２８年（２０１６年）に「伊丹市社会福祉事業団 中長期

経営計画（基本計画）」を策定し、組織改革、人事給与制度などの規則整備をはじめ、計画

に基づく経営の効率化や健全化に取り組んできました。 

具体的な事業戦略として、訪問看護、訪問介護はこれまでの強みを維持し、デイサービ

ス事業はこれまで以上に稼働率を最大限に引き上げ継続させ、介護老人保健施設において

は、在宅強化型を実施していくなど事業活動収入２０億円を維持すること、人事戦略では、

人材不足に対する雇用改革を実施すること、財務戦略では、非正規職員を正規化し、現在

の要員基準数（常勤換算数）３１１名から２８３名にしていくことを当初の目標値に定め

ました。 

また、財務戦略として、ラスタホールの改修に伴う南野デイサービスの改修および特別

養護老人ホームの建替え費用など、施設整備・更新に当たっては、積立資産を運用してい

きながら、当期末支払資金残高は減らさず、健全な経営をできるよう検討を進めてきまし

た。 

しかし、この間に３年連続で事業活動収入が減少したことで財務戦略と事業戦略を速や

かに見直す必要が生じました。 

減収の要因として、平成３０年（２０１８年）には介護報酬等の改定があり、介護保険

事業では、自立支援・重度化防止に資するサービス提供が求められたことや、特別養護老

人ホームが要介護３以上でないと入所ができない状態になったことや、障がい福祉サービ

ス事業では障害福祉サービス費の程度区分や利用率の問題で事業活動収入が減収するなど、

コスト構造が大きく変わったことがあげられます。 

訪問介護事業、デイサービス事業はこれまで以上に稼働率を最大限に引き上げることが

できず、介護老人保健施設においては在宅強化型に移行することができませんでした。 

平成２９年（２０１７年）には、非正規職員を正規化するなど、人材不足に対する雇用

の改革は計画通り実施しましたが、計画した要員基準数（常勤換算数）を達成できず乖離

が生じています。 

また、老朽化が進む各施設の大規模改修や建替等に係る費用への備えが十分ではないた

め、事業活動収入の増加を図り、経営基盤を安定させる必要があります。 

今般、中長期経営計画を改訂するにあたっては、障がい者やこどもへの広範なサービス

の充実とともに、医療・福祉・教育・行政などの関係機関との連携も一層強化し、今まで

の事業団の事業形態を大きく変革することにより、地域にとって必要とされる事業団を目

指していきます。 

さらに、目標管理を有効に機能させ、職員一人ひとりが自らの役割を理解し、計画のプ

ロセスに関与できる仕組みの構築や、法人が目指すべき方向性を明らかにした上でそれら

に対応できる人材開発を進めていきます。 

以上のように、社会経済情勢の大きな変化にも的確に対応し、「豊かな明日へ あなたと

ともに歩みます」の実現を確かなものにしていきます。 

 

 

 

２． 中長期経営計画を改訂する背景 



 

 

【平成２７年度のシミュレーション：目標値】 

 

 

【平成３０年度のシミュレーション：実績より試算】 

 

 

【外部環境等の変化を加えたシミュレーション】 

 



 

 

 

 

中長期経営計画の改訂前の期間は、平成２８年度（２０１６年度）から平成３７年度 

（２０２５年度）までの１０年間として、基本計画と実施計画を策定し、それぞれの期間

ごとに見直しを行うこととしていました。改訂後の計画においても、計画の目標年度は変

更せず、令和７年度（２０２５年度）までの向こう７年間の計画とします。 

また、改訂後も計画の進捗を検証しながら、社会経済情勢の変化や法人の経営状況等を

踏まえて、必要に応じて柔軟に見直しを図ります。 

 

 

 

【改訂前】 

 

 

【改訂後】 

 

 

 

 

３． 計画の期間 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 
 

第 1 章 経営理念と中長期経営計画の体系 
 



 

 

 

 

 

伊丹市社会福祉事業団は、平成２１年４月、伊丹市から施設建物の無償譲渡を受け、新

しい形での法人経営がスタートしたことを契機に、「豊かな明日へ あなたとともに歩み

ます」を経営理念に掲げた「私たちのビジョン」を策定し、「私たちの意識」「組織運営の

仕組」「財政の安定化」について現状を変えるという意思（３つのチェンジ）、４つの目標

及び８つの指針を伊丹市社会福祉事業団の向かうべき基本的な方向として示しました。 

 

 

- 豊かな明日へ あなたとともに歩みます - 

 

 

 

 

 

伊丹市社会福祉事業団   中長期経営計画  

〈 改訂版 〉 

１．経営理念  

２．基本目標 -４つの目標と８つの指針- 



 

 

 

 

 

 

 

～「地域社会にとって必要不可欠かつ拠り所となる法人」をめざして～ 

新たな福祉の時代を牽引するリーダーを育成しつつ、「地域社会にとって必要不可欠

かつ拠り所となる法人」をめざし、経営理念・４つの目標・８つの指針から、１０年後

の姿を明確に描いた伊丹市社会福祉事業団の将来像として具体的に示します。 

 

 

社会環境の変化と不変の価値を踏まえて、伊丹市社会福祉事業団の将来あるべき姿を

実現するために、新しい基本構想を策定します。 

 

 

 

基本構想を確実に実現していくために「組織戦略」「人事戦略」「事業戦略」「財務戦

略」の４つの戦略を示し、各戦略に基づく取組みを基本計画として位置付け、BSC（バ

ランスド・スコア・カード）上で経営戦略として詳細に示し、実施と進捗管理等に必要

な事業の条件等を定め、柔軟な事業展開を図ります。 

３．将来像 -10 年後の私たちの姿- 

  〈改訂版〉 
 

５．基本計画 -4 つの戦略- 

４．新しい基本構想 -社会環境の変化と不変の価値を踏まえて- 



 
 

 

   

６．中長期経営計画の体系 

この経営理念を実現するために、私たちは4つの基本目標を掲げています。

基本目標

この4つの基本目標に取り組む上で、私たち一人ひとりは次の基本指針に基づいて行動します。

基本指針

将来像

この将来像を実現するために、私たちは基本目標をより具体化した次の行動指針に基づいて行動します。

行動指針

これらの行動指針に基づき、次の基本構想を新たに策定した上で事業に取り組みます。

これらの基本構想を実現するために「４つの戦略」を示し、各戦略に基づく取組みを基本計画に位置付けます。

具体的な取組みは、BSC（バランスド・スコア・カード）上で経営戦略として詳細に示し、実施と進捗管理等に必要な事業の条件等を定めます。

これまでに制度化・整備・研究を進めてきた事業

実施計画
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１　私たちは、人にやさしく、心のかよいあうサービスを提供します ２　私たちは、福祉と人を育てます

①個人の人権・尊厳を守
り、すべての人にやさしさ
を提供します。

②心のよりどころとなる、
心のかよいあうサービスを
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③先駆的な事業を行い、地
域の福祉を育てます。
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りを目指し、地域の福祉力
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①地域におけるコミュニティの維持・発展に寄与するサービスを創造・
変革する。

②住み慣れた地域で自立的に生活できるサービス基盤を整える。
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組織戦略 人事戦略
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置

②
迅
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効
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な
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業
部
制
組
織
に
改
編

豊かな明日へ　

いかなる社会環境の変化が起きようとも、地域の「豊かな明日」を目指し、高齢者や障がいのある方、子どもなど全ての方が住み慣れた地域
必要不可欠かつ拠り所となる法人になる。

⑥
時
代
の
環
境
に
合
わ
せ
た
雇
用
の
多
様
化

⑧
組
織
の
役
割
を
担
う
人
材
（

財
）

開
発

　
・
人
事
評
価
制
度



 
 

 

  

新たに取組みを進める事業（※こられの事業は、現段階で検討しているものを記載しており社会経済情勢の変化や経営状況によっては変更する場合もあります。）
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ー

ト
事
業

⑤
共
生
型
の
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
事
業

⑥
入
浴
に
特
化
し
た
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業

⑦
リ
ハ
ビ
リ
に
特
化
し
た
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業

⑧
就
労
準
備
型
の
放
課
後
デ
イ
事
業

⑨
小
多
機
か
ら
看
護
小
多
機
へ
事
業
転
換

⑩
サ
テ
ラ
イ
ト
型
看
護
小
多
機
の
事
業
化

⑪
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
施
設
へ
の
移
転

⑫
リ
ノ
ベ
に
よ
る
環
境
改
善
で
事
業
継
続

⑬
老
健
施
設
か
ら
在
宅
復
帰
支
援
事
業

⑭
老
健
施
設
機
能
改
革
と
特
養
へ
の
転
換

⑮
I
C
T
化
で
情
報
の
一
元
化
と
効
率
化

⑯
給
食
セ
ン
タ
ー

の
設
立
と
就
労
事
業
の
拡
大

⑰
次
世
代
型
の
「

自
産
自
消
」

研
究
事
業

⑱
他
法
人
と
の
事
業
共
同
体
を
設
立

⑲
事
業
改
善
活
動
と
次
世
代
経
営
層
の
育
成

３　私たちは、サービスの質の向上を目指します ４　私たちは、効率的な経営を目指します

⑤福祉のネットワークの構
築と地域福祉サービスの質
の向上を目指します。

⑥地域福祉の総合支援を目
指し、サービスの質の向上
を目指します。

⑦私たち一人ひとりが自覚
と責任を持ち、主体性と創
造性を活かしたスピーディ
で効率的な経営を目指しま
す。

⑧安定した財政基盤の確立
を目指します。

③私たち自身のサービスの専門性を強化し、地域の専門機関や専門職と
積極的に連携し、地域における福祉サービスの向上を推進する。

④持続可能な法人経営の仕組みを確立し、地域ニーズに適合する事業へ
の改革を継続的に推進する。

地
域
資
源
や
地
域
の
ニ
ー

ズ
に
マ
ッ

チ
し
た
事
業
の
再
構
築
を
行
う
。

誰
も
が
多
様
な
暮
ら
し
方
を
選
択
で

き
る
よ
う
サ
ー

ビ
ス
の
基
盤
を
整
え

る
。

地
域
福
祉
の
総
合
支
援
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
を
構
築
す
る
。

財務戦略

中
長
期
的
な
設
備
投
資
条
件
に
基
づ

い
た
、

全
拠
点
会
計
の
黒
字
化
に
向

け
た
管
理
体
制
と
、

人
的
資
源
の

シ
ェ

ア
化
を
実
践
す
る
。

地
域
ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
施
設
・
設
備

の
更
新
を
行
い
、

効
率
的
か
つ
臨
機

応
変
な
固
定
資
産
活
用
を
行
う
。

条
件
や
基
準
を
明
確
に
し
た
、

就
労

ス
ケ
ー

ル
と
キ
ャ

リ
ア
パ
ス
制
度
を

整
備
し
運
用
す
る
。

⑨
地
域
包
括
ケ
ア
の
実
践

⑩
地
域
で
の
生
活
を
継
続
で
き
る
新
た
な

　
事
業
の
開
発

⑪
施
設
の
機
能
を
活
用
し
た
事
業
の
創
設

事業戦略

⑫
こ
れ
ま
で
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
地
域
に
還
元

　
し
人
材
の
育
成
と
社
会
資
源
を
発
掘

⑬
事
業
管
理
者
主
導
の
収
支
目
標
管
理
の

　
体
制
整
備

⑭
全
拠
点
会
計
の
黒
字
化
に
向
け
た
管
理

　
体
制

⑮
コ
ッ

ク
ピ
ッ

ト
経
営
体
制
（

法
人
経
営

　
本
部
）

の
確
立

⑯
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
に
よ
る
効
率
化
を
推
進

　あなたとともに歩みます

で安心して暮らせるようサポートし続け、職員に安定的な仕事と賃金と成長の機会を与え続ける盤石な経営基盤を有し、地域住民や地域社会にとって



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 
 

第２章 基本構想を確実に実現するために 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行動指針１ 地域におけるコミュニティの維持・発展に寄与

するサービスを創造・変革する 
目標 

 個人の尊厳と人権を守り、高齢者や障がい者、子どもや女性など、病気や貧困などの様々

な事情で生きづらさを抱える方々が、住みなれた地域で健康で安心した生活ができるよう､

施設での介護・看護・リハビリテーションなどの生活支援に加えて、居住支援や就労支援を

行うことで、誰もが住みやすい地域の環境づくりをめざします。 

取組みの方向性 

１ 福祉制度の狭間の人々への支援と新たなサービスを開発・提供します。 

２ 病気・貧困などの生活支援を必要とする人々への支援をします。 

３ 多様なサービスに取り組むことで、地域社会に貢献します。 

取組みの内容 

 



 

 

 

 

 

 

   

与するサービスを創造・変革する 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行動指針２ 住み慣れた地域で自立的に生活できるサービス

基盤を整える 
目標 

 在宅支援が進められる中、共生のコミュニティづくりを進め、地域の人々が、住みなれた

地域で安心した生活を継続するために、関係機関や地域の豊富な社会資源と協働し、地域包

括ケアを深化させるため、利用者や地域のニーズにあった福祉事業等を創出します。 

取組みの方向性 

１ 新たな社会価値を創造し、地域共生社会への環境の創出と協働を実践します。 

２ 介護における新たな社会価値の獲得を目指した自己実現型介護を実践します。 

３ 地域を支える福祉人材を確保し育成します。 

取組みの内容 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス基盤を整える 

 

  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行動指針３ 私たち自身のサービスの専門性を強化し、地域の専門機関

や専門職と積極的に連携し、地域における福祉サービスの向上を推進

目標 

施設サービスの利用と在宅生活を両立させる地域福祉ネットワークを構築し、地域におけ

る包括的支援体制の推進に取り組むとともに、地域福祉の総合支援を目指し全てのサービス

の連携を強化し、サービスの質の向上に取り組みます。 

質の高いサービスが提供できるよう、施設・設備のリノベーションと事業の再構築ととも

に組織運営の効率化を進め、組織のガバナンスの強化に取り組みます。 

取組みの方向性 

１ 地域資源や、地域のニーズにマッチした事業を再構築します。 

２ 誰もが多様な暮らし方を選択できるようサービスの基盤を整えます。 

３ 地域福祉の総合支援ネットワークを構築します。 

取組みの内容 



 

 

 

 

 

 

 

  

関や専門職と積極的に連携し、地域における福祉サービスの向上を推進する 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行動指針４ 持続可能な法人経営の仕組みを確立し、地域ニー

ズに適合する事業への改革を継続的に推進する 
目標 

職員一人ひとりの役割意識と責任感を醸成し、大切な経営資源である人材の育成・活用を

図る中で、必要なスキルを補完しあい、時代のニーズと変化に柔軟に対応し、継続的に事業

展開を進めるとともに、新しい分野での事業の創造を通じて、安定した経営基盤の確立をめ

ざします。 

また、深刻な人材不足の対策には労働環境を一新させる必要があり、そのために ICT 化を

導入し「業務の効率化」「職員の負担軽減」「介護の質の向上」「誰でも働ける環境」を整備

し、日頃から業務に関する情報を蓄積し一元化させることで、新たな事業展開に取り組んで

いく体制を整えます。 

取組みの方向性 

１ 事業の効率化を目的としたＩＣＴの導入を検討します。 

２ 事業の効率性の改善と安定した財務規律を確立します。 

３ 施設や設備を計画的に保全整備します。 

取組みの内容 



 

 

 

 

 

 

 

  

域ニーズに適合する事業への改革を継続的に推進する 
 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 
 

第３章 基本構想の実現に向けた 4 つの戦略 
 

 

 



 

 

 

 

この計画の４つの戦略は、基本構想の実現を補完するため、激しく変化をしていく時代の

趨勢を見据え、社会経済情勢に対応した経営基盤を構築していくために示すものです。 

その道筋として、基本構想の実現に向けた将来像および行動指針に基づき、その方向性に

あわせて「４つの戦略」を示し、今後、事業団が取り組むべき経営戦略を明らかにします。 

 

 
 

  

基本構想の実現に向けた「４つの戦略」 



 

 

 

 

 

 

 

 

経営理念と「4 つの目標」の実現のため、様々なニーズに対応できる柔軟な組織づくりは

不可欠であり、施設サービスと在宅サービスが相まって、地域包括ケアシステムの構築など、

地域への貢献とともに、公共性・公益性の高い支援を意識し、伊丹市の外郭団体である社会

福祉法人として、健全で持続的な法人経営が可能な組織を目指します。 

 

 

 

 

 

視点 1 ライン＆スタッフ組織と法人経営本部の設置 

 

 多様化する地域ニーズに対応できる事業体系の構築と、環境の変化にも柔軟で迅速に機

能する組織づくりを目指します。 

 

 経営管理機能を強化するため、法人経営本部を設置し、法人全体の経営状況の管理を行

い、持続的な事業運営と安定した財政基盤のもとでの法人経営を行います。 

 

 新たな社会福祉法人制度改革に適応した経営体制の確立と理事会・評議員会の法人経営

における機能の整備と強化を図ります。 

 

 
  

■主な取組み 

多様化する地域ニーズへ対応する自律執行型の組織へ 

～組織改革～ 



 

視点２ 迅速で効率的な事業部制組織に改編 

 

 多様化する地域ニーズに対応できる事業体系の構築と地域包括ケアの効率的な実践を

目指して、各事業の独自性や採算性を意識した事業展開を進めます。 

 

 施設部門、居宅部門、訪問部門と障害部門のマネジメント機能を強化し、サービス提供

の一元化を目指します。 

 

 
 

 

 

 O＝オフィサー  (戦略的意思決定：法人全体) 

 D＝ディレクター(管理的意思決定：部門) 

 L＝ライン      (業務的意思決定：事業所・部署) 

 

 

 

  



 

視点３ 業務役割を基本とした組織体系に移行 

 

 これまでの職階を基本とした「職務基準等級制度」から、組織目標を達成するために求

められる業務遂行の役割に応じた等級を設定し、その役割に応じた人事体系として「役

割基準等級制度」へ移行します。 

 

 求められる資格要件や新たな専門職制についても、役割基準の中での位置づけを行い、

柔軟に組織体系に位置づけます。 

 

 

視点４ 高齢者在宅支援の機能強化 

 

 関係機関等とともに、総合的な相談支援など地域共生社会への実現に向け、地域と繋が

り、生活支援を広げる取組みを進めます。 

 

 多様化する困難な課題に取り組むことで、専門性や既存資源を活用した地域共生社会実

現の先導役となる組織づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

福祉サービスを提供する主体は「福祉人材」であり、一人ひとりが目標を持って仕事に取

り組めるよう、計画的に経験やスキルを積み上げていく環境を整える必要があります。 

また、地域に貢献し、質の高いサービスを担う多様な人材の確保と育成に向けた働きやす

い職場環境の整備、適切な評価に基づいた人事給与制度を構築します。 

 

 

 

 

 

視点１ 役割基準等級制度による複線型の人事給与制度の導入 

 

 組織目標を達成するため、求められる役割に応じた役割基準等級制度を導入し、権限と

責任を明確にした複線型の人事制度を導入します。 

 

 基本給部分を役割（職責）・職務（資格基準）・能力（キャリアアップ）に分けて、それ

ぞれの事業特性および職務特性に合わせて給与基準を整え、専門性や資格、スキルに応

じた給与制度に移行します。 

 

 

視点２ 時代の環境に合わせた雇用の多様化 

 

 働く環境に合わせ、経営責任を担うⅠ種職員、一般的な形態のⅡ種職員、短時間勤務が

可能なⅢ種職員、職務内容が限定的なⅣ種職員と、契約社員や再雇用嘱託職員など、柔

軟な雇用形態を導入し、新たな人材と雇用の確保に努めます。 

  

■主な取組み 

職員一人ひとりのやりがいと自己実現を目指して 

～キャリアアップ×安心×質の向上～ 



 

視点３ 専門性を向上させる育成制度 

 

 役割基準等級に求められるスキルを明確にし、専門性の向上を目的としたキャリアアッ

プのための“ラダー（はしご）”育成制度を進めます。 

 

 各職種に求められる役割基準を明確にし、その職務能力を引き上げるための訓練メニュ

ーを体系的に整えます。 

 

 

 

 

 

  



 

視点４ 組織の役割を担う人材（財）開発・人事評価制度 

 

 職務の専門性だけではなく、マネジメント業務における知識の習得についても、育成メ

ニューとともに、法人経営を担う人材の育成制度を整えます。 

 

 新たな人事給与制度と連動させた育成システムと人事評価制度を再構築し、職員のキャ

リアアップへの道筋を明らかにし、能力開発の機会を充実します。 

 

 

【新たな人事・給与制度による給与の考え方】 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

地域の方々や地域の事業者と連携し、地域で暮らす高齢者や障がいを持つ方などへ、サー

ビスの提供を通じて、私たちがもつ専門スキルと機能を包括的に展開し、セーフティネット

の役割など公益性を意識し、安心して地域での生活を継続できるよう地域包括ケアシステム

の中核的役割を担っていきます。 

 

 

 

 

 

視点１ 地域包括ケアの実践 

 

 私たちが持つ資源と地域の資源を有機的につなげ、需要と実態を把握しつつ、ニーズに

あった事業の整備と新たなサービスの開発をすすめます。 

 

 在宅サービス部門を中心に、地域の方々のライフプランの設計を行うことができるよう、

総合支援事業の研究と実践を進めます。 

 

 

  

■主な取組み 

すべての人が安心して地域での生活を継続できることを目指して 

～地域ニーズ対応力向上～ 



 

視点２ 地域での生活を継続できる新たな事業の開発 

 

 介護保険事業を基本にしつつ、障がい福祉サービスも含め様々な事業をシームレスで包

括的な事業展開を進めます。 

 

 今後、想定される施設改修費用の効率性を引き上げるため、アウトリーチで伴走型への

転換を視野に入れた検討を進めます。 

 

 地域復帰を目指すために、生活支援を必要とする人々や、福祉制度の狭間となっている

人々を受け入れるための新たな事業開発を進めていきます。 

 

 

視点３ 施設機能を活用した事業の創設 

 

 持続可能な法人経営を前提とし、基本構想の実現を目指し、限られた資源のもとで施設

全体の効用を最大化できるよう、地域の特性や社会経済情勢を考慮した効果的な施設整

備を行い地域共生社会の実現をめざします。 

 

 労働生産性・稼働率や施設・設備の老朽度、今後の成長見込みなどの採算性を考慮し、

現状の運用のままでは事業の継続が難しくなると判断される課題のある施設に関して

は、事業等の戦略的たな卸しを行い、施設機能を有効活用した事業展開を進めていきま

す。 

 

 

視点４ これまでのノウハウを地域に還元し人材の育成と社会資源を発掘 

 

 介護ロボット等の活用、ICT 化の推進、医療依存度が高い利用者への生活支援、在宅生

活を継続するための機能訓練などに取り組み、利用者一人ひとりが望む“自立”を叶え

る伴走型自立支援を目指します。 

 

 就労支援機能の拡充や生活困窮者支援など、施設整備と合わせた新たなサービスとなる

事業の検討と開発を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

中長期の財源の確保に基づく財政規律・財務規律を遵守し、法人の経営基盤の安定化を目

指します。また適正な職員配置を定義し、職員の育成に合わせた事業展開を実施します。 

 

 

 

 

 

視点１ 事業管理者主導の収支目標管理の体制整備 

 

 事業所の管理者の育成へつなげるため、これまでの会計事務処理体制から脱却し、管理

会計による管理者主導での収支目標管理体制を進めていきます。 

 

 

視点２ 各拠点会計の黒字化に向けた管理体制 

 

 事業部制に移行することにより、人的資源の事業所間シェアリングを進め、職員配置の

適正化により、収益性の確保に向けた基礎的な経営条件を整備します。 

 

 老朽化した施設建物・設備の改修費は、機能改革によって生み出す新たな付加価値を盛

り込み、地域ニーズに適合させながら、固定資産の効率的利用と、減価償却費を上回る

資産活用を行います。 

 

  

■主な取組み 

経営理念の実現に向け、将来にわたる経営（財政）の安定化 

～経営安定×高度化～ 



 

視点３ コックピット経営体制（法人経営本部）の確立 

 

 管理会計を進めるとともに、事業実績の評価を連動させ、管理の一元化（コックピット）

による定量的データと定性的データを用いた経営管理の手法を実施します。 

 

 法人内で経営理念・私たちのビジョン・将来像・行動指針及び基本構想・基本計画・実

施計画を共有化し、実現させるための経営管理を基本とした手法での法人経営を徹底し

ます。 

 

 
 

視点４ ＩＣＴ化による効率化を推進 

 

 施設における記録業務にかかる時間等の効率化を図るために、ICT を導入するとともに、

原因や結果の関係を科学的に分析し活用できるよう導入を進めます。 

 

 ICT 化により、業務の効率化で得た資源（時間）については、新たな事業展開などにつ

なげていきます。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 
 

第４章 持続可能な法人経営のために 
 

  



 

 

 

 

これからの私たちは変化の時代を生きることになります。こうした中で、地域住民の期待

に応え、基本構想を着実に実現するためには、どのような状況のもとにあっても、目標を変

えずゆらぐことのない財政基盤を構築していかなければなりません。 

そのためには、事業改革を継続的に推進し、簡素・効率的な経営を進めるとともに財政計

画を定めて持続可能な法人経営を行っていきます。 

 

 

 

 

拠点別に、これらの経営数値目標を設定し進捗管理を実施します。 

具体的な数値目標により、目標を達成する工夫が行動につながり、職員共通の目標と改善

点が明確となり、計画的経営が実現できます。 

経営戦略の中で、目標を明示していくことにより、中長期（３年から５年）にわたり達成

すべき平均的目標がみえ、その収益目標の数値が算定の根拠となります。 

収益目標は、現在、提供している事業の稼働率を向上させていくことを前提とし、これま

での収益と費用の差額で計画を立てるのではなく、目標を達成するために、いかに収益をあ

げ費用を最小限に抑えた計画を実践し、予定収益から目標の利益を差し引いた許容費用を、

経営努力の目標として捉えます。 

また、進捗管理については、目標と環境変化を勘案しながら、収益は目標収益以上の実績、

費用については許容費用以下の実績を目標に経営活動の管理を行い、安定的なサービスの供

給体制の確立を図るとともに、持続可能な法人経営を行っていきます。 

 

 

 

 

固定費のなかでも最も大きな割合を占める人件費については、その発生の基礎となる業務

内容別の要員計画を策定していきます。 

マーケティングの手法などを確立し、必要とするサービスや地域ニーズを明確にしながら、

新たな事業開発を進めます。 

 

 専門職におけるキャリアアップと組織的役割基準に基づく給与体系を実施 

 賞与については、財政・財務規律で定義し成果連動型に変更 

 要員計画に基づき、正規職員と同一業務を行っている契約職員については、正規化に変

更 

 老朽化した施設建物に必要な修繕費（資金）については増収等の策で賄い、機能改革に

よって新たな付加価値を創造 

 

 

３． 未来を見据えた人材(財)の確保と事業投資による成長 

２． 経営数値目標の設定 

１． 持続可能な法人経営のために 



 

 

 

 

私たちは、地域住民にとって身近な存在であるために、私たちの考えが分かりやすく地域

住民に伝わるよう情報公開を進めるとともに、地域住民の声に耳を澄ませその声を事業展開

に生かすなど、地域住民参加型の法人経営をめざしていきます。 

そのためには、広報紙やホームページをはじめとする情報媒体を駆使し、様々な機会を通

じて、地域住民にとって身近な存在となれるように努めていきます。 

また、情報化が高度に進んだ時代のなか、地域住民との直接のふれあいも大切にしながら、

地域の皆様とともに楽しむことができる事業を実施するなど、温かさが実感できる存在とな

れるように努めていきます。 

 

 

 

 

伊丹市社会福祉事業団への伊丹市民の信頼は、職員の信頼にかかっています。そのため、

事業団の職員として高い倫理観を持ち、誠実に職務を遂行できる職員の育成に全力を挙げて

いきます。 

また、常に地域住民の声を十分に聴き取り、説明責任を果たすことのできる職員を育成し

ていきます。 

さらには、地域住民の協働のまちづくりにおいて、地域住民の自らの取り組みを真摯に受

け止め、私たちの専門性を活かして、必要な支援を行うことのできる職員を育成します。 

 

 

 

 

５． 信頼される職員の育成 

４． 地域住民にとって身近な存在 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページもご覧ください
http://jigyoudan-itami-hyogo.jp


